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条
例
の
あ
ら
ま
し

◉�

東
京
都
人
事
委
員
会
委
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
二
八

号
）

一　

東
京
都
人
事
委
員
会
委
員
の
給
料
及
び
報
酬
の
額
を
引
き
上
げ
ま
す
。

　

（
例
）
常
勤
の
委
員
の
給
料

　
　
　
　

月
額　

八
六
四
、
〇
〇
〇
円　

→　

八
七
三
、
〇
〇
〇
円

二　

旅
費
及
び
費
用
弁
償
に
係
る
規
定
を
改
め
ま
す
。

三　

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。

◉�

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
二
九

号
）

一　

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
の
報
酬
の
額
を
引
き
上
げ
ま
す
。

　

（
例
）
委
員
長

　
　
　
　

月
額　

五
二
四
、
〇
〇
〇
円　

→　

五
三
〇
、
〇
〇
〇
円

二　

費
用
弁
償
に
係
る
規
定
を
改
め
ま
す
。

三　

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。

◉�
選
挙
長
等
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
三
〇
号
）

一　

選
挙
長
等
の
報
酬
の
額
を
引
き
上
げ
ま
す
。

　

（
例
）
選
挙
長

　
　
　
　

日
額　

一
一
、
四
〇
〇
円　

→　

一
一
、
五
〇
〇
円

二　

費
用
弁
償
に
係
る
規
定
を
改
め
ま
す
。

三　

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。
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◉�

東
京
都
監
査
委
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
三
一
号
）

一　

東
京
都
監
査
委
員
の
給
料
及
び
報
酬
の
額
を
引
き
上
げ
ま
す
。

　

（
例
）
常
勤
の
識
見
監
査
委
員
の
給
料

　

㈠　

代
表
監
査
委
員　

　
　
　

月
額　

八
六
四
、
〇
〇
〇
円　

→　

八
七
三
、
〇
〇
〇
円

　

㈡　

そ
の
他
の
監
査
委
員

　
　
　

月
額　

八
四
八
、
〇
〇
〇
円　

→　

八
五
七
、
〇
〇
〇
円

二　

旅
費
及
び
費
用
弁
償
に
係
る
規
定
を
改
め
ま
す
。

三　

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。

◉�

東
京
都
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
、
費
用
弁
償
及
び
期
末
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
（
条
例
第
三
二
号
）

一　

東
京
都
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
の
額
を
引
き
上
げ
ま
す
。

　

（
例
）
議
長

　
　
　
　

月
額　

一
、
二
七
四
、
〇
〇
〇
円　

→　

一
、
二
八
八
、
〇
〇
〇
円

二　

費
用
弁
償
に
係
る
規
定
を
改
め
ま
す
。

三　

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。

◉�

東
京
都
都
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
三
三
号
）

一　

民
間
事
業
者
等
が
設
置
し
た
一
定
の
雨
水
貯
留
浸
透
施
設
に
係
る
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
、

課
税
標
準
に
乗
じ
る
特
例
割
合
を
定
め
ま
す
。

二　

商
業
地
等
に
係
る
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
の
負
担
水
準
が
六
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る

場
合
に
、
六
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
水
準
ま
で
税
額
を
減
額
す
る
措
置
を
、
令
和
七
年
度
も
継
続
し

ま
す
。

三　

小
規
模
住
宅
用
地
に
係
る
都
市
計
画
税
を
二
分
の
一
と
す
る
軽
減
措
置
を
、
令
和
七
年
度
も

継
続
し
ま
す
。

四　

都
民
税
の
法
人
税
割
に
係
る
超
過
課
税
を
令
和
一
二
年
九
月
三
〇
日
ま
で
五
年
間
延
長
し
ま

す
。

五　

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
ほ
か
か
ら
施
行
し
ま
す
。

◉�

東
京
都
宿
泊
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
三
四
号
）

一　

刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
理
等
に
関
す
る
法
律
（
令

和
四
年
法
律
第
六
八
号
）
の
施
行
に
よ
る
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
二
年
法
律
第
六
七
号
）
の
改

正
に
伴
い
、
罰
則
に
係
る
規
定
を
整
備
し
ま
す
。

二　

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。

◉�

東
京
都
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
の
委
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
（
条
例
第
三
五
号
）

一　

東
京
都
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
の
委
員
の
報
酬
の
額
を
引
き
上
げ
ま
す
。

　
　

勤
務
一
日
に
つ
き

　
　
　

二
八
、
一
〇
〇
円　

→　

二
八
、
四
〇
〇
円

二　

費
用
弁
償
に
係
る
規
定
を
改
め
ま
す
。

三　

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。

◉�

東
京
都
固
定
資
産
評
価
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条

例
第
三
六
号
）

一　

東
京
都
固
定
資
産
評
価
員
の
報
酬
の
額
を
引
き
上
げ
ま
す
。

　
　

勤
務
一
日
に
つ
き

　
　
　

二
八
、
一
〇
〇
円　

→　

二
八
、
四
〇
〇
円

二　

費
用
弁
償
に
係
る
規
定
を
改
め
ま
す
。

三　

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。

◉�
東
京
都
収
用
委
員
会
委
員
等
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
条
例
第
三
七
号
）

一　

東
京
都
収
用
委
員
会
委
員
及
び
予
備
委
員
の
報
酬
の
額
を
引
き
上
げ
ま
す
。

　

（
例
）
会
長



3 令和7年3月31日（月曜日） （増刊　16）東　京　都　公　報

　
　
　
　

月
額　

五
二
四
、
〇
〇
〇
円　

→　

五
三
〇
、
〇
〇
〇
円

二　

費
用
弁
償
に
係
る
規
定
を
改
め
ま
す
。

三　

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。

◉�

東
京
都
私
立
学
校
教
育
助
成
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
三
八
号
）

一　

私
立
学
校
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
二
一
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
規

定
を
整
備
し
ま
す
。

二　

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。

◉�

東
京
都
ス
ポ
ー
ツ
施
設
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
三
九
号
）

一　

利
用
料
金
の
上
限
額
を
改
定
し
ま
す
。

　

（
例
）
夢
の
島
公
園
ア
ー
チ
ェ
リ
ー
場
多
目
的
広
場
（
興
行
使
用
）

　
　
　
　

一
日
一
平
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り　

六
八
円　

→　

八
三
円

二　

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。

条
　
　
　
例

東
京
都
人
事
委
員
会
委
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
二
十
八
号

東
京
都
人
事
委
員
会
委
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

東
京
都
人
事
委
員
会
委
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
東
京
都
条
例
第
七
十
一
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
八
十
六
万
四
千
円
」
を
「
八
十
七
万
三
千
円
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
五

十
二
万
四
千
円
」
を
「
五
十
三
万
円
」
に
、
「
四
十
三
万
円
」
を
「
四
十
三
万
五
千
円
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
車
賃
、
日
当
、
旅
行
雑
費
、
宿
泊
料
、
食
卓
料
、
渡
航
手
数
料
」
を
「
そ
の
他

の
交
通
費
、
宿
泊
費
、
包
括
宿
泊
費
、
宿
泊
手
当
、
渡
航
雑
費
」
に
改
め
る
。

附　

則

１　

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
東
京
都
人
事
委
員
会
委
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
第
三
条
第
一
項

の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
後
に
出
発
す
る
旅
行
か
ら
適
用
し
、
同
日
前
に
出
発
し
た
旅

行
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
二
十
九
号

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
条
例
（
昭
和
二
十
二
年
東
京
都
条
例
第
五
十
三
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
車
賃
、
日
当
、
旅
行
雑
費
、
宿
泊
料
、
食
卓
料
、
渡
航
手
数
料
」
を
「
そ
の
他

の
交
通
費
、
宿
泊
費
、
包
括
宿
泊
費
、
宿
泊
手
当
、
渡
航
雑
費
」
に
、
「
十
種
と
し
」
を
「
九
種
と

し
、
」
に
改
め
る
。

別
表
中
「
五
二
四
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
五
三
〇
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
四
三
〇
、
〇
〇
〇
円
」
を

「
四
三
五
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
二
六
、
三
〇
〇
円
」
を
「
二
六
、
六
〇
〇
円
」
に
改
め
る
。

附　

則

１　

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
条
例
第
五
条
第
一
項

の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
後
に
出
発
す
る
旅
行
か
ら
適
用
し
、
同
日
前
に
出
発
し
た
旅

行
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

選
挙
長
等
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子
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附　

則

１　

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
東
京
都
監
査
委
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
第
三
条
第
二
項
の
規
定

は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
後
に
出
発
す
る
旅
行
か
ら
適
用
し
、
同
日
前
に
出
発
し
た
旅
行
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

東
京
都
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
、
費
用
弁
償
及
び
期
末
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
三
十
二
号

東
京
都
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
、
費
用
弁
償
及
び
期
末
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

東
京
都
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
、
費
用
弁
償
及
び
期
末
手
当
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
二
年
東
京

都
条
例
第
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
表
中
「
百
二
十
七
万
四
千
円
」
を
「
百
二
十
八
万
八
千
円
」
に
、
「
百
十
五
万
円
」
を

「
百
十
六
万
二
千
円
」
に
、
「
百
六
万
二
千
円
」
を
「
百
七
万
三
千
円
」
に
、
「
百
四
万
三
千
円
」
を

「
百
五
万
四
千
円
」
に
、
「
百
二
万
五
千
円
」
を
「
百
三
万
六
千
円
」
に
改
め
る
。

第
七
条
第
一
項
中
「
車
賃
、
日
当
、
旅
行
雑
費
、
宿
泊
料
、
食
卓
料
、
渡
航
手
数
料
」
を
「
そ
の
他

の
交
通
費
、
宿
泊
費
、
包
括
宿
泊
費
、
宿
泊
手
当
、
渡
航
雑
費
」
に
、
「
十
種
」
を
「
九
種
」
に
改
め

る
。第

八
条
中
「
若
し
く
は
航
空
賃
又
は
宿
泊
料
」
を
「
、
航
空
賃
、
宿
泊
費
、
包
括
宿
泊
費
及
び
宿
泊

手
当
」
に
改
め
る
。

附　

則

１　

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
東
京
都
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
、
費
用
弁
償
及
び
期
末
手
当
に
関
す

る
条
例
第
七
条
第
一
項
及
び
第
八
条
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
後
に
出
発
す
る
旅
行
か

ら
適
用
し
、
同
日
前
に
出
発
し
た
旅
行
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

◉
東
京
都
条
例
第
三
十
号

選
挙
長
等
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

選
挙
長
等
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
四
年
東
京
都
条
例
第
一
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
の
表
中
「
一
万
一
千
四
百
円
」
を
「
一
万
一
千
五
百
円
」
に
、
「
八
千
九
百
円
」
を

「
九
千
円
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
二
項
中
「
車
賃
、
旅
行
雑
費
、
宿
泊
料
及
び
食
卓
料
」
を
「
そ
の
他
の
交
通
費
、
宿
泊
費
、

包
括
宿
泊
費
及
び
宿
泊
手
当
」
に
改
め
る
。

附　

則

１　

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
選
挙
長
等
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
第
三
条
第
二
項
の

規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
後
に
出
発
す
る
旅
行
か
ら
適
用
し
、
同
日
前
に
出
発
し
た
旅
行

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

東
京
都
監
査
委
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
三
十
一
号

東
京
都
監
査
委
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

東
京
都
監
査
委
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
東
京
都
条
例
第
百
二
十
四
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
第
一
号
中
「
八
十
六
万
四
千
円
」
を
「
八
十
七
万
三
千
円
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号

中
「
八
十
四
万
八
千
円
」
を
「
八
十
五
万
七
千
円
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
四
十
三
万
円
」
を

「
四
十
三
万
五
千
円
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
二
十
三
万
八
千
円
」
を
「
二
十
四
万
一
千
円
」
に

改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
一
万
六
千
七
百
円
」
を
「
一
万
六
千
九
百
円
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
二
項
中
「
車
賃
、
日
当
、
旅
行
雑
費
、
宿
泊
料
、
食
卓
料
、
渡
航
手
数
料
」
を
「
そ
の
他

の
交
通
費
、
宿
泊
費
、
包
括
宿
泊
費
、
宿
泊
手
当
、
渡
航
雑
費
」
に
、
「
十
種
」
を
「
九
種
」
に
改
め

る
。
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東
京
都
都
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
三
十
三
号

東
京
都
都
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

東
京
都
都
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
東
京
都
条
例
第
五
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
条
の
五
第
三
項
中
「
同
条
第
一
項
」
を
「
法
第
七
十
二
条
の
八
十
九
の
二
第
一
項
」
に
改
め

る
。第

四
十
八
条
の
二
十
四
第
一
項
中
「
懲
役
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。

第
七
十
六
条
第
三
項
た
だ
し
書
中
「
及
び
道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
第
九
十

二
条
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
運
転
免
許
証
（
第
八
十
五
条
の
五
第
二
項
に
お
い
て
「
運
転
免
許

証
」
と
い
う
。
）
」
を
削
る
。

第
八
十
五
条
の
五
第
二
項
中
「
申
請
書
を
」
を
「
申
請
書
に
そ
の
事
由
を
証
明
す
べ
き
書
類
を
添
付

し
て
、
こ
れ
を
」
に
改
め
、
「
及
び
運
転
免
許
証
」
を
削
り
、
同
項
第
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

五　

運
転
免
許
証
（
道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
第
九
十
二
条
の
規
定
に
よ
り

交
付
さ
れ
た
運
転
免
許
証
を
い
う
。
）
又
は
免
許
情
報
記
録
（
同
法
第
九
十
五
条
の
二
第
二
項
第

一
号
に
規
定
す
る
免
許
情
報
記
録
を
い
う
。
）
の
番
号
及
び
有
効
期
間
の
末
日

第
百
三
条
の
十
六
第
一
項
中
「
懲
役
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。

附
則
第
十
一
条
中
「
令
和
二
年
十
月
一
日
」
を
「
令
和
七
年
十
月
一
日
」
に
改
め
る
。

附
則
第
十
四
条
中
第
十
二
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第
十
一
号
を
第
十
二
号
と
し
、
第
十
号
の
次
に
次

の
一
号
を
加
え
る
。

十
一　

法
附
則
第
十
五
条
第
四
十
一
項
（
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
施
設
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）　

三
分
の
一

附
則
第
十
五
条
の
二
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
令
和
六
年
度
分
」
を
「
令
和
七
年
度
分
」
に
改
め

る
。附

則
第
二
十
条
中
「
令
和
六
年
度
分
」
を
「
令
和
七
年
度
分
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
同
条
第

一
号
イ
」
を
「
同
条
第
二
号
イ
」
に
改
め
る
。

附
則
第
二
十
条
の
二
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
令
和
六
年
度
分
」
を
「
令
和
七
年
度
分
」
に
改
め

る
。

附　

則

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、

当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一　

第
四
十
条
の
五
第
三
項
及
び
附
則
第
十
四
条
の
改
正
規
定　

公
布
の
日

二　

第
四
十
八
条
の
二
十
四
第
一
項
及
び
第
百
三
条
の
十
六
第
一
項
の
改
正
規
定
並
び
に
次
項
及
び

附
則
第
三
項
の
規
定　

令
和
七
年
六
月
一
日

（
経
過
措
置
）

２　

前
項
第
二
号
に
定
め
る
日
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

３　

こ
の
条
例
の
施
行
後
に
し
た
行
為
に
対
し
て
、
他
の
条
例
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る

こ
と
と
さ
れ
る
罰
則
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
罰
則
に
定
め
る
刑
に
刑
法
等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
刑
法
（
明
治
四
十

年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
十
二
条
に
規
定
す
る
懲
役
（
有
期
の
も
の
に
限
る
。
以
下
「
懲
役
」
と
い

う
。
）
が
含
ま
れ
る
と
き
は
、
当
該
刑
の
う
ち
懲
役
は
、
そ
の
刑
と
長
期
及
び
短
期
を
同
じ
く
す
る

有
期
拘
禁
刑
と
す
る
。

４　

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
都
税
条
例
（
以
下
「
旧
条
例
」
と
い
う
。
）
附
則
第
十
一
条

の
規
定
は
、
令
和
七
年
十
月
一
日
前
に
終
了
し
た
各
事
業
年
度
分
の
法
人
の
都
民
税
に
つ
い
て
は
、

な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

５　

前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
東
京
都
都
税
条
例
附
則

第
十
二
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
中
「
前
条
」
と
あ
る
の
は
、
「
東
京
都
都
税

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
七
年
東
京
都
条
例
第
三
十
三
号
）
附
則
第
四
項
の
規
定
に
よ

り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
都
税
条
例
附
則
第
十

一
条
」
と
す
る
。

６　

旧
条
例
附
則
第
十
五
条
の
二
の
規
定
は
、
令
和
六
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
そ

の
効
力
を
有
す
る
。
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十
三
年
九
月
東
京
都
条
例
第
百
二
号
」
を
「
昭
和
二
十
三
年
東
京
都
条
例
第
百
二
号
」
に
改
め
る
。

附　

則

１　

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
東
京
都
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
の
委
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償

に
関
す
る
条
例
第
四
条
第
二
項
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
後
に
出
発
す
る
旅
行
か
ら
適

用
し
、
同
日
前
に
出
発
し
た
旅
行
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

東
京
都
固
定
資
産
評
価
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布

す
る
。令

和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
三
十
六
号

東
京
都
固
定
資
産
評
価
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例

東
京
都
固
定
資
産
評
価
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
年
東
京
都
条
例
第
二

十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
二
万
八
千
百
円
」
を
「
二
万
八
千
四
百
円
」
に
改
め
る
。

第
四
条
の
見
出
し
中
「
種
類
」
を
「
種
目
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
車
賃
、
旅
行
雑
費
、
宿
泊

料
及
び
食
卓
料
」
を
「
そ
の
他
の
交
通
費
、
宿
泊
費
、
包
括
宿
泊
費
及
び
宿
泊
手
当
」
に
、
「
昭
和
二

十
三
年
九
月
東
京
都
条
例
第
百
二
号
」
を
「
昭
和
二
十
三
年
東
京
都
条
例
第
百
二
号
」
に
改
め
る
。

附　

則

１　

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
東
京
都
固
定
資
産
評
価
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
第

四
条
第
二
項
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
後
に
出
発
す
る
旅
行
か
ら
適
用
し
、
同
日
前
に

出
発
し
た
旅
行
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

東
京
都
収
用
委
員
会
委
員
等
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公

布
す
る
。

７　

旧
条
例
附
則
第
二
十
条
及
び
附
則
第
二
十
条
の
二
の
規
定
は
、
令
和
六
年
度
分
の
都
市
計
画
税
に

つ
い
て
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

東
京
都
宿
泊
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
三
十
四
号

東
京
都
宿
泊
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

東
京
都
宿
泊
税
条
例
（
平
成
十
四
年
東
京
都
条
例
第
百
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
一
条
第
一
項
中
「
懲
役
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。

附　

則

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
条
例
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

東
京
都
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
の
委
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
三
十
五
号

東
京
都
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
の
委
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

東
京
都
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
の
委
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六

年
東
京
都
条
例
第
九
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
二
万
八
千
百
円
」
を
「
二
万
八
千
四
百
円
」
に
改
め
る
。

第
四
条
の
見
出
し
中
「
種
類
」
を
「
種
目
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
車
賃
、
旅
行
雑
費
、
宿
泊

料
及
び
食
卓
料
」
を
「
そ
の
他
の
交
通
費
、
宿
泊
費
、
包
括
宿
泊
費
及
び
宿
泊
手
当
」
に
、
「
昭
和
二
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東
京
都
ス
ポ
ー
ツ
施
設
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
三
十
九
号

東
京
都
ス
ポ
ー
ツ
施
設
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

東
京
都
ス
ポ
ー
ツ
施
設
条
例
（
平
成
元
年
東
京
都
条
例
第
百
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。別

表
十
一
の
部
㈠
の
款
イ
の
項
中
「
六
八
円
」
を
「
八
三
円
」
に
、
「
三
四
円
」
を
「
四
一
円
」
に

改
め
る
。附　

則

１　

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
ス
ポ
ー
ツ
施
設
条
例
の
規
定
に
よ

り
、
既
に
納
付
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
後
の
使
用
に
係
る
利
用
料
金

（
夢
の
島
公
園
ア
ー
チ
ェ
リ
ー
場
多
目
的
広
場
の
興
行
等
使
用
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
三
十
七
号

東
京
都
収
用
委
員
会
委
員
等
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例

東
京
都
収
用
委
員
会
委
員
等
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
東
京
都
条
例

第
百
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
表
中
「
五
二
四
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
五
三
〇
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
四
三
〇
、
〇
〇
〇

円
」
を
「
四
三
五
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
二
八
、
一
〇
〇
円
」
を
「
二
八
、
四
〇
〇
円
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
二
項
中
「
車
賃
、
日
当
、
旅
行
雑
費
、
宿
泊
料
、
食
卓
料
、
渡
航
手
数
料
」
を
「
そ
の
他

の
交
通
費
、
宿
泊
費
、
包
括
宿
泊
費
、
宿
泊
手
当
、
渡
航
雑
費
」
に
、
「
十
種
」
を
「
九
種
」
に
改
め

る
。

附　

則

１　

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
東
京
都
収
用
委
員
会
委
員
等
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例

第
三
条
第
二
項
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
後
に
出
発
す
る
旅
行
か
ら
適
用
し
、
同
日
前

に
出
発
し
た
旅
行
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

東
京
都
私
立
学
校
教
育
助
成
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
三
十
八
号

東
京
都
私
立
学
校
教
育
助
成
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

東
京
都
私
立
学
校
教
育
助
成
条
例
（
昭
和
五
十
三
年
東
京
都
条
例
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
十
条
第
二
項
中
「
第
六
十
四
条
第
四
項
」
を
「
第
百
五
十
二
条
第
五
項
」
に
改
め
る
。

附　

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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